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平成 29年８月 31日 

各 位 

 

 

監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更、 

ストックオプション（新株予約権）の付与及び剰余金の配当に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社に移行する方針を決定し、定

款の一部変更並びに会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役（代表

取締役及び社外取締役を除く。以下同じ。）及び従業員、当社子会社の取締役及び従業員に対

し、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任す

ることの承認を求める議案並びに平成29年６月30日を基準日とする剰余金の配当を行うこと

を、平成29年９月26日開催予定の第９期定時株主総会に付議することを決定いたしましたの

で、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．監査等委員会設置会社への移行について 

 (1)  移行の理由 

   取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスのより一層の充実と経営のさら

なる効率化を図るため、監査等委員会設置会社に移行いたします。 

 

(2)  移行の時期 

   平成 29 年９月 26 日開催予定の第９期定時株主総会において、移行に必要な定款変更に

ついてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。 

 

２．定款の一部変更について 

（1） 定款の変更理由 

① 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新

設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。 

② その他、条文の新設や削除に伴い、必要となる条数の変更をおこなうものであります。 

 

 

 

 

 

会 社 名 株 式 会 社 ハ ウ ス ド ゥ 

代表者名 代表取締役社長 CEO  安藤 正弘 

 （コード番号：3457） 

問合せ先 常務取締役 CFO 浅田 浩 

 （TEL.075-229-3200） 



2 

 

 

（2） 定款変更の内容 

（下線部分は変更箇所を示しております。） 

現行定款 変更案 

（機関） 

第４条 当会社は、株主総会及び取締役のほ

か、次の機関を置く。 

１．取締役会 

２．監査役 

３．監査役会 

４．会計監査人 

 

（員数） 

第 19 条 当会社の取締役は、９名以内とする。 

 

 

 

 

 

（選任方法） 

第 20 条 取締役は、株主総会において選任す

る。 

 

 

（任期） 

第 21 条 取締役の任期は、選任後２年以内に

終了する事業年度のうち最終のものに関する

定時株主総会の終結の時までとする。 

 

２ 増員又は補欠として選任された取締役の

任期は、在任取締役の任期の満了する時まで

とする。 

（新 設） 

 

 

 

 

（新 設） 

 

（機関） 

第４条 当会社は、株主総会及び取締役のほ

か、次の機関を置く。 

１．取締役会 

２．監査等委員会 

（削除） 

３．会計監査人 

 

（員数） 

第 19 条 当会社の取締役（監査等委員である

取締役を除く。）は、９名以内とする。 

 

２ 当会社の監査等委員である取締役は、４

名以内とする。 

 

（選任方法） 

第 20 条 取締役は、監査等委員である取締役

とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会

において選任する。 

 

（任期） 

第 21 条 取締役（監査等委員である取締役を

除く。）の任期は、選任後１年以内に終了する

事業年度のうち最終のものに関する定時株主

総会の終結の時までとする。 

（削 除） 

 

 

２ 監査等委員である取締役の任期は、選任

後２年以内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会の終結の時までと

する。 

 

３ 任期の満了前に退任した監査等委員であ

る取締役の補欠として選任された監査等委員
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（新 設） 

 

 

 

 

 

 

（代表取締役及び役付取締役） 

第 22 条 取締役会は、その決議によって代表

取締役を選定する。 

 

 

２ 取締役会は、その決議によって、取締役

会長、取締役社長各１名、取締役副社長、専

務取締役、常務取締役各若干名を定めること

ができる。 

 

 

（取締役会の招集権者及び議長） 

第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがあ

る場合を除き、取締役社長がこれを招集し、

議長となる。 

 

２ 取締役社長に事故があるときは、取締役

会においてあらかじめ定めた順序に従い、他

の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 

 

（取締役会の招集通知） 

第 24 条 取締役会の招集通知は、会日の 3 日

前までに各取締役及び各監査役に対して発す

る。ただし、緊急の必要があるときは、この

期間を短縮することができる。 

２ 取締役及び監査役の全員の同意があると

きは、招集の手続を経ないで取締役会を開催

であ る取締役の任期は、退任した監査等委

員である取締役の任期の満了する時までとす

る。 

 

（補欠の監査等委員である取締役の選任に係

る決議の効力） 

第 22 条 補欠の監査等委員である取締役の選

任に係る決議の効力は、選任後２年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関する定

時株主総会の開始の時までとする。 

 

（代表取締役及び役付取締役） 

第 23 条 取締役会は、その決議によって取締

役（監査等委員である取締役を除く）の中か

ら代表取締役を選定する。 

 

２ 取締役会は、その決議によって、取締役

（監査等委員である取締役を除く）の中から、

取締役会長、取締役社長各１名、取締役副社

長、専務取締役、常務取締役各若干名を定め

ることができる。 

 

（取締役会の招集権者及び議長） 

第 24 条   （現行どおり） 

 

 

 

 

 

 

 

（取締役会の招集通知） 

第 25 条 取締役会の招集通知は、会日の 3 日

前までに各取締役に対して発する。ただし、

緊急の必要があるときは、この期間を短縮す

ることができる。 

２ 取締役全員の同意があるときは、招集の

手続を経ないで取締役会を開催することがで
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することができる。 

 

（取締役会の決議方法） 

第 25 条 取締役会の決議は、議決に加わるこ

とができる取締役の過半数が出席し、出席し

た取締役の過半数をもって行う。 

 

２ 当会社は、会社法第 370 条の要件を満た

す場合は、取締役会の決議の目的である事項

につき、取締役会の決議があったものとみな

す。 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

（取締役会の議事録） 

第 26 条 取締役会における議事の経過の要領

及びその結果並びにその他法令に定める事項

については、これを議事録に記載又は記録し、

出席した取締役及び監査役がこれに記名押印

又は電子署名する。 

 

（取締役会規程） 

第 27 条 取締役会に関する事項は、法令又は

本定款のほか、取締役会において定める取締

役会規程による。 

 

（報酬等） 

第 28 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執

行の対価として当会社から受ける財産上の利

益は、株主総会の決議によって定める。 

 

 

 

きる。 

 

（取締役会の決議方法） 

第 26 条   （現行どおり） 

 

 

 

 （現行どおり） 

 

 

 

 

重要な業務執行の決定の委任） 

第 27 条 取締役会は、会社法第 399 条の 13第

６項の規定により、その決議によって重要な

業務執行（同条第５項各号に掲げる事項を除

く。）の決定の全部又は一部を取締役に委任す

ることができる。 

 

（取締役会の議事録） 

第 28 条 取締役会における議事の経過の要領

及びその結果並びにその他法令に定める事項

については、これを議事録に記載又は記録し、

出席した取締役がこれに記名押印又は電子署

名する。 

 

（取締役会規程） 

第 29 条  （現行どおり） 

 

 

 

（報酬等） 

第 30 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執

行の対価として当会社から受ける財産上の利

益は、監査等委員である取締役とそれ以外の

取締役とを区別して、株主総会の決議によっ

て定める。 

     



5 

 

（取締役の責任免除） 

第 29 条 当会社は、会社法第 426 条第１項の

規定により、取締役会の決議によって、同法

第 423 条第１項の取締役（取締役であった者

を含む。）の責任を法令の限度において免除す

ることができる。 

 

２ 当会社は、会社法第 427 条第１項の規定

により、取締役（業務執行取締役等であるも

のを除く。）との間に、同法第 423条第１項の

賠償責任を限定する契約を締結することがで

きる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の

限度額は、法令が規定する額とする。 

 

第５章 監査役及び監査役会 

 

（員数） 

第 30 条 当会社の監査役は、４名以内とする。 

 

（選任方法） 

第 31 条 監査役は、株主総会において選任す

る。 

 

２ 監査役の選任決議は、議決権を行使する

ことができる株主の議決権の３分の１以上を

有する株主が出席し、その議決権の過半数を

もって行う。 

 

（任期） 

第 32 条 監査役の任期は、選任後４年以内に

終了する事業年度のうち最終のものに関する

定時株主総会の終結の時までとする。 

２任期の満了前に退任した監査役の補欠とし

て選任された監査役の任期は、退任した監査

役の任期の満了する時までとする。 

 

（補欠監査役の選任に係る決議の効力） 

第 33 条 補欠監査役の選任に係る決議の効力

（取締役の責任免除） 

第 31 条    （現行どおり） 

 

 

 

 

 

（現行どおり） 

 

 

 

 

 

 

（削 除） 

 

（削 除） 

 

 

（削 除） 

 

 

 

（削 除） 

 

 

 

 

（削 除） 

 

 

 

 

 

 

 

（削 除） 

 



6 

 

は、選任後４年以内に終了する事業年度のう

ち最終のものに関する定時株主総会の開始の

時までとする。 

 

（常勤の監査役） 

第 34 条 監査役会は、その決議によって常勤

の監査役を選定する。 

 

（監査役会の招集通知） 

第 35 条 監査役会の招集通知は、会日の３日

前までに各監査役に対して発する。ただし、

緊急の必要があるときは、その期間を短縮す

ることができる。 

２ 監査役全員の同意があるときは、招集の

手続を経ないで監査役会を開催することがで

きる。 

 

（監査役会の決議方法） 

第 36 条 監査役会の決議は、法令に別段の定

めがある場合を除き、監査役の過半数をもっ

て行う。 

 

（監査役会の議事録） 

第 37 条 監査役会における議事の経過の要領

及びその結果並びにその他法令に定める事項

については、これを議事録に記載又は記録し、

出席した監査役がこれに記名押印又は電子署

名する。 

 

（監査役会規程） 

第 38 条 監査役会に関する事項は、法令又は

本定款のほか、監査役会において定める監査

役会規程による。 

 

（報酬等） 

第 39 条 監査役の報酬、賞与その他の職務執

行の対価として当会社から受ける財産上の利

益は、株主総会の決議によって定める。 

 

 

 

 

（削 除） 

 

 

 

（削 除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削 除） 

 

 

 

 

（削 除） 

 

 

 

 

 

 

（削 除） 

 

 

 

 

（削 除） 
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（監査役の責任免除） 

第 40 条 当会社は、会社法第 426 条第１項の

規定により、取締役会の決議によって、同法

第 423 条第１項の監査役（監査役であった者

を含む。）の責任を法令の限度において、免除

することができる。 

 

２ 当会社は、会社法第 427 条第１項の規定

により、監査役との間に、同法第 423 条第１

項の賠償責任を限定する契約を締結すること

ができる。ただし、当該契約に基づく賠償責

任の限度額は、法令が規定する額とする。 

 

（新 設） 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

（削 除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章  監査等委員会 

 

（監査等委員会の招集通知） 

第 32 条 監査等委員会の招集通知は、会日の

３日前までに各監査等委員に対して発する。

ただし、緊急の必要があるときは、その期間

を短縮することができる。 

 

２ 監査等委員全員の同意があるときは、招

集の手続を経ないで監査等委員会を開催する

ことができる。 

 

（監査等委員会の決議方法） 

第 33 条 監査等委員会の決議は、議決に加わ

ることができる監査等委員の過半数が出席

し、出席した監査等委員の過半数をもって行

う｡ 

 

（監査等委員会の議事録） 

第 34 条 監査等委員会における議事の経過の

要領及びその結果並びにその他法令に定める

事項については、これを議事録に記載又は記

録し、出席した監査等委員がこれに記名押印

又は電子署名する。 
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（新 設） 

 

 

 

 

第 41 条～46 条 （条文省略） 

 

（新 設） 

 

（新 設） 

 

（監査等委員会規程） 

第 35 条 監査等委員会に関する事項は、法令

又は本定款のほか、監査等委員会において定

める監査等委員会規程による。 

 

第 36 条～第 41 条 （現行どおり） 

 

附 則 

 

（監査役の責任免除に関する経過措置） 

第 1条 当会社は、会社法第 426条第１項の規

定により、取締役会の決議によって、第９期

定時株主総会終結前の行為に関する同法第

423 条第１項の監査役（監査役であった者を

含む。）の責任を法令の限度において、免除す

ることができる。 

 

 

３．ストックオプションの付与について 

（1） 特に有利な条件による発行を必要とする理由 

      当社グループの業績向上に対する意欲や士気を喚起し、当社グループ全体の結束力を高

めるとともに企業価値の増大、優秀な人材の流出防止を図るため、当社の取締役及び従業員

並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して、金銭の払込を要することなく無償で新株

予約権を発行するものであります。 

 

（2） 新株予約権の発行要領 

①  新株予約権の総数 

500個を上限とする。このうち、後記⑤に定める第４回新株予約権を 250個、第５回新株

予約権を 250個とする。 

（新株予約権１個につき普通株式 100 株、ただし、後記②に定める株式の数の調整を行  

った場合は、同様の調整を行う。） 

②  新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

普通株式 50,000株を上限とする。このうち、後記⑤に定める第４回新株予約権を 25,000

株、第５回新株予約権を 250､000 株とする。 

また、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を 

調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されてい 

ない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数
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については、これを切り捨てるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

③  新株予約権と引換えに金銭を払込むことの要否 

新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しない。 

④  新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により交付 

  を受けることができる株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に付与株式 

数を乗じた金額とする。 

行使価額は、割当日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）の東京証券 

取引所における当社普通株式普通取引の終値の平均値に 1.025 を乗じた金額とし、１円未

満の端数は切り上げるものとする。ただし、その金額が、割当日の東京証券取引所における

当社普通株式普通取引の終値（取引が成立しない場合はそれに先立つ直近の終値。）を下回

る場合は当該終値を行使価額とする。 

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額 

を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。 

 

調整後       調整前         １     

払込金額     払込金額    分割・併合の比率 

 

また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合（新株予約 

権の行使によるものを除く。）は、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整に 

よる１円未満の端数は切り上げる。 

                    新規発行株式数×１株当たりの払込金額 

調整後    調整前               新規発行前の株価      

    払込金額    払込金額       既発行株式数＋新規発行株式数 

 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己 

株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処 

分」、「１株当たりの払込金額」を「１株当たりの処分金額」と読み替えるものとする。 

⑤  新株予約権の行使期間 

・第４回新株予約権 付与決議日より３年を経過した日から、当該付与決議の日後６年以    

          内 

・第５回新株予約権 付与決議日より５年を経過した日から、当該付与決議の日後８年以    

          内 

⑥  新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 

各新株予約権の行使により株式を発行する場合においては､払込にかかる額の２分の１ 

を資本金に計上し（計算の結果生じる１株未満の端数は､これを切り上げた額を資本金に計

上する。）､その余りを資本準備金として計上する。 

＝ × 

× 

既発行株式

数 
＝ 

+ 
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⑦  譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するもの 

 とする。 

⑧  新株予約権の取得事由 

イ．当社株主総会及び取締役会において、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とす

る吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当

社は無償で各新株予約権を取得することができる。 

ロ．当社は、新株予約権者が⑩に定める規定により権利を行使する条件に該当しなくなった

場合及び新株予約権を喪失した場合には、その新株予約権を無償で取得することができ

る。 

⑨  新株予約権の行使により発生する端数の処理 

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場 

  合には、これを切り捨てるものとする。 

⑩  新株予約権の行使の条件 

イ．新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社及び当社子会社の取締

役又は従業員の地位にあることを要する。 

ロ．新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 

ハ．その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」 

に定めるところによる。 

⑪  その他の事項 

新株予約権に関するその他の事項については取締役会決議により決定する。 

 

４．剰余金の配当について 

（1） 配当の内容 

 
決定額 

直近の配当予想 

（平成 29年６月 12日公表） 

前期実績 

（平成 28年６月期） 

基準日 平成 29年６月 30日 平成 29年６月 30日 平成 28年６月 30日 

１株当たり配当金 ２０円００銭 

（普通配当 17円 00銭） 

（記念配当３円 00銭） 

２０円００銭 

（普通配当 17円 00銭） 

（記念配当３円 00銭） 

１６円００銭 

配当金の総額 １６９百万円 － １３５百万円 

効力発生日 平成 29年９月 27日 － 平成 28年９月 28日 

配当原資 利益剰余金 － 利益剰余金 

 

（2） 理由 

   当社は、利益配当につきましては経営上の重要施策の一つとして認識し、収益状況、内部

留保の充実、今後の事業展開などを総合的かつ長期的に勘案した上で、株主の皆様に継続的

かつ安定的に配当することを基本方針としております。このような基本方針に基づき、当期



11 

 

の期末普通配当を 17 円とし、東京証券取引所市場第一部へ市場変更したことを記念し、株

主の皆様への感謝の意を込め、記念配当３円を加えた合計 20円とすることといたしました。 

 

以  上 


